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「商標審査及び審理基準」の改正　

中国知財の最新動向　第２回

 BLJ法律事務所
弁護士　遠藤　誠１

Ⅰ　はじめに
　2017年１月４日、中国の国家工商行政管理総局商
標局は、改正後の「商標審査及び審理基準」（2016
年12月）（以下「新基準」という）を公布した２。
　従来、「商標審査及び審理基準」（2005年12月）（以
下「旧基準」という）が存在していたが、これには
商標法第三次改正（2014年５月１日施行）等の動き
が反映されていなかった。今回公布された新基準は、

旧基準の施行後の11年間における法令改正及び実務
動向等の新しい動きを反映させ、旧基準に代わるも
のとして公布された。
　新基準は、旧基準と同じく、「商標審査基準」（中
国語では「商標審査標準」）と「商標審理基準」（中
国語では「商標審理標準」）に大きく分かれる。前者
は、主に商標局による商標審査において用いられる
基準であり、後者は、主に商標評審委員会による商
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標審理案件において用いられる基準である。たった
一字違いであるが、異なるものであるので、注意す
る必要がある。
　旧基準と新基準の体系は、下表のとおりである。
　上表のとおり、新基準では、旧基準と比べて、い
くつかの相違点がある。即ち、新基準の商標審査基
準では、「音声商標の審査」、「商標代理機構の登録
商標出願の審査」、「商標法第50条の適用に関する規
定」、「審査意見書の適用」の各項目が、また、新基
準の商標審理基準では、「他人が先に使用する商標
の特定関係人による抜け駆け登録の審理基準」、「利
害関係人の認定」の各項目が、追加されている。
　項目の追加や名称変更が無い部分についても、具
体的な内容が改正された部分は少なくない。
　そこで、以下においては、新基準の主なポイント
について紹介することとしたい３。

Ⅱ．新基準のうち、「商標審査基準」に関す
る主なポイント

　新基準のうち、「商標審査基準」に関する主なポイ
ントは、以下のとおりである。
１　音声商標の審査基準の追加
（１）概要

2013年改正前の商標法では、商標登録の対象
は、文字・図形・色彩の組み合わせ等の視覚的
標章に限定されていたが、2013年の第三次商標
法改正により、音声商標が認められることと
なった（商標法８条）。また、2014年に改正さ
れた商標法実施条例13条５項は、音声商標を登
録出願する際の手続を定めた。これによると、
音声標章を商標登録出願する場合は、出願書に
おいて声明し、要求に合致した音声見本を提出
し、登録出願する音声商標について叙述し、商
標の使用方式を説明しなければならない。音声
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第一部分　商標として使用できない標識の審査
第二部分　商標の顕著な特徴の審査 第二部分　商標の顕著な特徴の審査
第三部分　商標の同一、類似の審査 第三部分　商標の同一、類似の審査
第四部分　立体商標の審査	 第四部分　立体商標審査基準
第五部分　色彩組合せ商標の審査 第五部分　色彩組合せ商標の審査

第六部分　音声商標の審査
第六部分　団体商標、証明商標の審査 第七部分　団体商標、証明商標の審査
第七部分　特殊標識の審査 第八部分　特殊標識の審査

第九部分　商標代理機構の登録商標出願の審査
第十部分　商標法第50条の適用に関する規定
第十一部分　審査意見書の適用
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一　他人の馳名商標の複製、模倣又は翻訳の審
理基準
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一　他人の馳名商標の複製、模倣又は翻訳の審
理基準

二　被代理人又は被代表者の商標を無断で登録
した場合の商標審理基準

二　被代理人又は被代表者の商標を無断で登録
した場合の商標審理基準
三　他人が先に使用する商標の特定関係人によ
る抜け駆け登録の審理基準

三　他人の先行権利の侵害の審理基準 四　他人の先行権利の侵害の審理基準
四　他人が既に使用している一定の影響力を有
する商標の抜け駆け登録の審理基準

五　他人が既に使用している一定の影響力を有
する商標の抜け駆け登録の審理基準

五　欺瞞的な手段又はその他の不正な手段によ
り登録された商標の審理基準

六　欺瞞的な手段又はその他の不正な手段によ
り登録された商標の審理基準

六　登録商標取消事案の審理基準 七　登録商標取消事案の審理基準
七　類似商品又は役務の審理基準 八　類似商品又は役務の審理基準
八　使用によって顕著な特徴が備わった標章の
審理基準

九　使用によって顕著な特徴が備わった標章の
審理基準
十　利害関係人の認定

図表：旧基準と新基準の体系


